
 

     

 古い歴史と文教の伝統を受け継ぐ高鍋町民は、このことに誇りと責任をもち、美しい自然、厚い人 

 

情、強い連帯感の上に、さらに健康で福祉豊かな町づくりを進めるために、ここに憲章を定めます。 

 

１ 心身の健康安全につとめ、体力の向上をはかります。 

 

２ 礼儀正しく、きまりを守り、だれにでも親切にします。 

 

３ 花と緑の美しい町をつくり、自然を愛護します。 

 

４ 家庭を大切に、青少年を育成し、勤労に励みます。 

 

５ 豊かな教養を身につけ、協力して明るい郷土をつくります。 

 

昭和４９年１０月１日 制定 

高     鍋     町 

 

 

 

 

町 民 憲 章 

新
明
倫
の
教
え 

私
た
ち
は
、
高
鍋
町
に
伝
わ
る
「
明
倫
堂
学
規
」
の
精
神
を
受
け
継
ぎ
、 

ふ
る
さ
と
へ
の
愛
と
誇
り
を
も
っ
て
、
自
分
を
磨
き
高
め
る
よ
う
に
努
力
し
ま
す 

 

一 

学
校
・
家
庭
・
地
域
の
き
ま
り
を
守
り
、 

礼
儀
を
正
し
く
し
ま
す 

一 

周
り
の
人
に
居
場
所
を
知
ら
せ
ま
す 

一 

歩
く
、
見
る
・
聞
く
・
話
す
を
正
し
く
し
ま
す 

一 

身
だ
し
な
み
を
整
え
、
食
事
に
気
を
つ
け
ま
す 

一 

姿
勢
、
読
み
・
書
き
を
正
し
く
し
ま
す 

一 

整
理
・
整
頓
を
心
が
け
ま
す 

一 

年
上
を
敬
い
、
同
年
と
親
し
み
、 

年
下
を
慈
し
み
ま
す 

一 

志
を
高
く
、
学
業
を
修
め
、 

自
分
の
良
さ
を
生
か
し
ま
す 

 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日 

制
定 

高
鍋
町
・
高
鍋
町
教
育
委
員
会 


